
避難を円滑に行うための対店策① 乙内閣府Cabinet Office, Go,・crnmcnl of)apon 

PAZ及びUPZ内の住民の車両による避難を円滑に行うため、県、市町職員、 警察官等により道路渋

滞を把握し、主要交差点等における交通整理・誘導・規制、避難誘導・交通規制用自動制御板等を

活用した広報等の交通対策を行う。
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1のほ回11置を寅緯

0道路渋滞把握対策
I¥リテレ伝送システムを活用し、道路渋滞の

把握を実施

0交通誘導対策
主要交差点等における市町、県警察
等の交通整理により、円滑な避難誘

導を実施

0交通広報対策
日本道路交通情報tンター(JARTIC)、
道路情報板、避難誘導・交通規制用
自動制御板等を活用した広報
光t`ー］ンを活用した交通情報提供
システム (AMIS)による広報

0交通規制対策
混雑Iリアでの交通整理・誘導・規制、
主要交差点における信号機操作等に
よる円滑な交通流の確保

【凡例】
● 避難誘導及び交通規制箇所

〇 迂回用交差点

〇 交通情報板
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► 姜顧は、避難経路図や避難所写真を掲載したI¥．ンフレットを玄薙術全戸に配布し、また百豆約内の各地区公民館に

► ;;石'ま、各避難地区の集合場所や避難先、避難ルート等を検索できる原子力災害対応避難ルートマップ

をホームペーヅ上に公開。また唐濤市全戸に、原子力防災の避難に係るI¥．ンフレットを配布。

► 佐賀県は佐賀県内の避難元市町及び避難先市町全戸に、原子力災害に関する基礎知識や原子力災害発生時にと
るべき行動などについてまとめた、原子力防災のてびきを配布。
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【原子力級言翌炉おける避難経路図】
玄海町全戸に配布
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玄海町内の各地区公民館に掲示
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1 自然災害等により避難先が被災した場合の避難先の調整 I 乙内閣府C曲intiOff'ict, Govrrnmtnt of Japan 

► 自然災害等により、避難先施設が使用できなくなった場合は、 UPZ外の県内避難先施設（合計513施
設）を候補として、佐賀県及び県内の市町が調整のうえ、避難先を決定する。

► 佐賀県内において避難先が確保できない場合には、国、全国知事会、災害時応援協定を締結して
いる九州・山口各県等と調整を行う。

佐賣県内における避難先籠設 (UPZ外）
I I 溢 1 1 己11 1

市町

6. UPZ内における対応

く対応のポイント＞

施設数

32か所

乙内閣府Cabinet Office, Government of Japan 

1. 全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、住民（避難行動要支援者を含
む）は屋内退避を開始するため、これを円滑に実施できる体制が必要。

2. 放射性物質の放出後は、緊急時モニタリングの結果を踏まえて、原子力災害対策指針で定める基準
(OIL)に基づき、空間放射線豆率が基準値を超える区域を特定し、当該区域の住民が一時移転等

を行うこととなるため、一時移転等できる体制を整備。一時移転等の対象区域以外は、原子力災害
対策本部の指示があるまで屋内退避を継続。
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